
佐呂間町犬及び猫の不妊去勢手術費補助金 

手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ先 

 佐呂間町役場 町民課生活環境係 （０１５８７）２－１２１３ 

「交付申請書兼実績報告書」に必要事項を記入し、提出する 

・交付決定後の手続きのため、同時に「交付請求書」に押印をいただきます。 

来庁の際に、印鑑、獣医師発行の領収書をご持参ください。 

※野良猫の場合は、耳カット写真も必要 

【生活環境係】申請書の受理 

・申請内容の審査を行い、交付決定後に「決定通知書」を送付します。 

「決定通知書」を受領する 

・決定内容（補助金額等）をご確認ください。 

【生活環境係】ご相談の対応 

・申請前に、必要に応じて、補助金についてのご説明を行います。 

※お問い合わせ先：町民課生活環境係（０１５８７）２－１２１３ 

【生活環境係】補助金の振り込み 

・交付決定後、３０日以内にご指定の口座に振り込みます。 

＜手術の実施＞ 動物病院等の任意の獣医師に手術を依頼してください。 

手術費は一時全額をご負担いただき、必ず領収書を受領してください。 


